
３ 介護報酬改定内容(サービス毎)

訪問介護
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① 認知症専門ケア加算等の見直し

介護サービスにおける認知症対応力を向上させていく観点から、訪問系サービスについて、
認知症専門ケア加算を新たに創設する。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)【新設】 3単位/日 ※定期巡回 90単位/月

２．地域包括ケアシステムの推進 (1) 認知症への対応力向上に向けた取組の推進

訪問系

認知症専門ケア加算(Ⅱ)【新設】 4単位/日 ※定期巡回 120単位/月

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20名未満の場合は１名以上、20
名以上の場合は１に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、専門的な
認知症ケアを実施
・当該事業所の従業員に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催

・認知症専門ケア加算(Ⅰ)の要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所全体
の認知症ケアの指導等を実施
・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

なお、上記の専門研修については、質を確保しつつ、ｅラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。2



⑦ 訪問介護における看取り期の対応の評価

看取り期における対応の充実と適切な評価を図る観点から、看取り期には頻回の訪問介護が
必要とされるとともに、柔軟な対応が求められることを踏まえ、看取り期の利用者に訪問介
護を提供する場合に、訪問介護に係る２時間ルールの運用を弾力化し、２時間未満の間隔で
訪問介護が行われた場合に、所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数の算定を可能とす
る。

２．地域包括ケアシステムの推進 (2) 看取りへの対応の充実

＜現行＞

それぞれの所要時間を合算して報酬を算定
例：それぞれ身体介護を25分提供
→合算して50分提供したものとして報酬を算定
するため、30分以上1時間未満の396単位を算定

所要時間を合算せずにそれぞれの所定単位数を算定
例：それぞれ身体介護を25分提供
→合算せずにそれぞれ25分提供したものとして報酬を
算定するため、250単位×２回＝500単位を算定

＜改定後＞

訪問介護提供 訪問介護提供

2時間未満

訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであ
ることから、単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは
適切ではない。
したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未満の間隔で
指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものと
する(緊急時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められてい
る医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者に訪問介護を提供
する場合を除く。)。
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① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目
的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病
院等への移送や、通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった
目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定可能とす
る。
この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系
サービスについては利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所
系サービスについては、利用者に対して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

２．地域包括ケアシステムの推進 (4)在宅サービスの機能と連携の強化
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① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

２．地域包括ケアシステムの推進 (4)在宅サービスの機能と連携の強化
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生活機能向上連携加算について、算定率が低い状況を踏まえ、その目的である外部のリハビリ
テーション専門職等との連携による自立支援・重度化防止に資する介護の推進を図る観点から、
以下の見直し及び対応を行う。

ア 通所系サービス、短期入所系サービス、居住系サービス、施設サービスにおける生活機能向上連携
加算について、訪問介護等における同加算と同様に、ICTの活用等により、外部のリハビリテーション専
門職等が当該サービス事業所を訪問せずに、利用者の状態を適切に把握し助言した場合について評価す
る区分を新たに設ける。

⑧ 生活機能向上連携加算の見直し①

３．自立支援・重度化防止の取組の推進 (1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

イ 訪問系サービス、多機能系サービスにおける生活機能向上連携加算（Ⅱ）について、サービス提供
責任者とリハビリテーション専門職等がそれぞれ利用者の自宅を訪問した上で、共同してカンファレン
スを行う要件に関して、要介護者の生活機能を維持・向上させるためには多職種によるカンファレンス
が効果的であることや、業務効率化の観点から、同カンファレンスについては利用者・家族も参加する
サービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施するサービス提供責任者及びリハビリテー
ション専門職等によるカンファレンスでも差し支えないことを明確化する。

※ 外部のリハビリテーション専門職等の連携先を見つけやすくするため、生活機能向上連携加算の算定要件上連携先となり得る
訪問・通所リハビリテーション事業所が任意で情報を公表するなどの取組を進める。 6



⑧ 生活機能向上連携加算の見直し②

３．自立支援・重度化防止の取組の推進 (1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の連携・強化

＜現行＞

生活機能向上連携加算 200単位／月

＜改定後＞

生活機能向上連携加算（Ⅰ）100単位／月（新設）
（※3月に1回を限度）

生活機能向上連携加算（Ⅱ）200単位／月
（現行と同じ）

※（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算定は不可。

＜生活機能向上連携加算（Ⅰ）＞（新設）
○ 訪問・通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設
（病院にあっては、許可病床数200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。）の理学療法士等
や医師からの助言（アセスメント・カンファレンス）を受けることができる体制を構築し、助言を受けた上で、
機能訓練指導員等が生活機能の向上を目的とした個別機能訓練計画を作成等すること。
○ 理学療法士等や医師は、通所リハビリテーション等のサービス提供の場又はICTを活用した動画等により、
利用者の状態を把握した上で、助言を行うこと。

7



④ 特定事業所加算の見直し

４．介護人材の確保・介護現場の革新 (1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

訪問介護の特定事業所加算について、事業所を適切に評価する観点から、訪問介護以外のサー
ビスにおける類似の加算であるサービス提供体制強化加算の見直しも踏まえて、勤続年数が一
定期間以上の職員の割合を要件とする新たな区分を設ける。

＜現行＞

特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20％を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10％を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10％を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の 5％を加算

＜改定後＞

特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の20％を加算
特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10％を加算
特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の10％を加算
特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の 5％を加算
特定事業所加算(Ⅴ) 所定単位数の 3％を加算

※加算(Ⅴ)は、加算(Ⅲ)(重度者対応要件による加算)との併算定が可能であるが、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅳ)(人材要
件が含まれる加算)との併算定は不可。

8



④ 特定事業所加算の見直し

４．介護人材の確保・介護現場の革新 (1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

＜特定事業所加算(Ⅴ)＞
○ 体制要件(※特定事業所加算(Ⅰ)～(Ⅲ)と同様)
・訪問介護員等ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施
・利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議
の定期的な開催(テレビ電話等のＩＣＴの活用が可能)(追加)
・利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
・健康診断等の定期的な実施
・緊急時等における対応方法の明示
○ 人材要件
・訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の占める割合が30％以上であること
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Ｖ算定要件

(１)訪問介護員等ごとに作成された研修計画
に基づく研修の実施

(２)利用者に関する情報又はサービス提供に
当たっての留意事項の伝達等を目的とした会
議の定期的な開催

(５)緊急時等における対応方法の明示

(６)サービス提供責任者ごとに作成された研
修計画に基づく研修の実施

(７)訪問介護員等のうち介護福祉士の占める
割合が100分の30以上、又は介護福祉士、実務
者研修修了者、並びに介護職員基礎研修課程
修了者及び1級課程修了者の占める割合が100
分の50以上

○

算定要件

④ 特定事業所加算の見直し

４．介護人材の確保・介護現場の革新 (1)介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進

体
制
要
件

(３) 利用者情報の文書等による伝達(※)、訪
問介護員等からの報告
(※)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、ＦＡＸ、
メール等によることも可能利用者に関する情報又はサービス提
供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期
的に開催すること

(４)健康診断等の定期的な実施

(８)全てのサービス提供責任者が3年以上の実
務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実
務経験を有する実務者研修修了者若しくは介
護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修
了者

(10)サービス提供責任者を常勤により配置し、
かつ、同項に規定する基準を上回る数の常勤
のサービス提供責任者を１人以上配置してい
ること。

(11)訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７
年以上の者の占める割合が100分の30以上であ
ること。

(12)利用者のうち、要介護４、５である者、
日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの
吸引等を必要とする者の占める割合が100分の
20以上

(13)利用者のうち、要介護３～５である者、
日常生活自立度(Ⅲ、Ⅳ、M)である者、たんの
吸引等を必要とする者の占める割合が100分の
60以上

ⅣⅢⅡⅠ

○ ○ ○

ＶⅣⅢⅡⅠ

○
○
又
は
(7)

人
材
要
件

人
材
要
件

重
度
者
対
応
要
件

○○○ ○ ○

○○○ ○ ○

○○○ ○ ○

○○○ ○ ○

○

○
○
又
は
(8)

○

○

○ ○

○
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⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

５．制度の安定性・持続可能性の確保 (1)評価の適正化・重点化

○ 平成30年度介護報酬改定において導入された生活援助の訪問回数が多い利用者のケアプラン
の検証の仕組みについて、実施の状況や効果を踏まえて、ケアマネジャーや市町村の事務負担
にも配慮して、届出のあったケアプランの検証や届出頻度について、以下の見直しを行う。

・検証の仕方について、地域ケア会議のみならず、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形
で行うサービス担当者会議等での対応を可能とする
・届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は１年後とする

○ より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作
成に資するよう、検証方法として効率的で訪問介護サービスの利用制限につながらない仕組み
が求められていることを踏まえ、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利
用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業所を事業所単位で抽
出するなどの点検・検証の仕組みを導入する。
（効率的な点検・検証の仕組みの周知期間の確保等のため、10月から施行）
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⑪ 生活援助の訪問回数の多い利用者等のケアプランの検証

５．制度の安定性・持続可能性の確保 (1)評価の適正化・重点化
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⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保

５．制度の安定性・持続可能性の確保 (1)評価の適正化・重点化

サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応
を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介
護、認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に
対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう
努めることとする。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割
合以上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等
の条件を付することは差し支えないことを明確化する。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利
用割合が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事
業者を事業所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における
家賃の確認や利用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援
等につながっているかの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。
（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組
みの周知期間の確保等のため、10月から施行）
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介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

提出が必要となる場合

11 訪問介護

LIFEへの登録 → 「２ あり」の場合

特定事業所加算（Ⅴ） → 「２ あり」の場合

認知症専門ケア加算 → 新規算定（加算Ⅰ，加算Ⅱ）の場合

※報酬改定以外の要因により，体制等に変更がある場合は，提出が必要。
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介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表

提出が必要となる場合

A2 訪問型サービス（独自）

LIFEへの登録 → 「２ あり」の場合

※報酬改定以外の要因により，体制等に変更がある場合は，提出が必要。
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